
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚 生 労 働 大 臣 指 定  

 専 門 実 践 教 育 訓 練 指 定 講 座  
 

沖 縄 歯 科 衛 生 士 学 校  歯 科 衛 士 科  

「教育訓練給付制度」とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを

目的とする雇用保険の給付制度です。一定の要件を満たす、雇用保険の一般被保険者の方（在職者）や、雇用保険の一

般被保険者であった方（離職者）が、専門実践教育訓練を受講・修了した場合に、受講者が支払った費用の一部が教育

訓練給付金としてハローワークから支給されます。 

本校は、「専門実践教育訓練給付の対象となる厚生労働大臣指定講座」として指定されております。 

一定の条件を満たした対象者は、学費の一部が支給される給付金制度を利用できます。 

 

（1）初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して 2 年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。

（2）以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までに 3 年

以上雇用保険被保険者期間を有している方。（離職者の場合は、受講開始日までが１年以内（妊娠、出産、育児、

疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大 20 年以内）である方）。              

３年間で 

最大        支給 

受講後に資格を取得し、 

１年以内に就職した方には 

約       支給 

《 本 校 を 受 講 し た 場 合 の 支 給 例 》  

 

 

 

 

 

 

給付を受けるためには、事前にハローワークにて手続きが必要です。給付金対象者の条件等詳細については 

最寄りのハローワークへお問合せください。   

ハローワーク

•受給資格の確認

•キャリアコンサルティ
ングの依頼

本校入学試験合格 ハローワーク

•必要書類の提出
（受講開始の原則２週
間前まで）

受講開始(3年間)

•ハローワークより給付
金の支給開始
(入学後6ヶ月ごと申請)

卒業・就職

•(国家試験合格・雇用保
険加入(一般))ハローワ
ークより給付金支給

給 付 金 支 給 ま で の 流 れ

給 付 金 支 給 対 象

教 育 訓 練 給 付 金


